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今
年
も
県
内
で
は
数
件
の
農

作
業
中
の
事
故
が
発
生
し
て
い

ま
す
。

　

農
作
業
の
忙
し
い
時
期
と

な
っ
て
き
ま
し
た
が
、
災
害
な

ど
に
よ
り
地
盤
が
軟
弱
に
な
っ

て
い
る
箇
所
も
あ
り
ま
す
の
で

十
分
な
確
認
を
行
っ
て
か
ら
作

業
を
始
め
て
く
だ
さ
い
。
ま
た

高
齢
の
方
は
１
人
で
の
農
作
業

は
行
わ
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ

う
。

『
事
故
を
防
ぐ
た
め
に
』

１
．
作
業
は
計
画
的
に
！

２
．
睡
眠
・
休
息
は
充
分
に
！

３
．
開
始
前
に
機
械
の
点
検
を
！

農
作
業
の
事
故
に

気
を
付
け
ま
し
ょ
う

　

平
成
24
年
度
は
葉
た
ば
こ
の
作

付
農
家
が
原
発
事
故
等
の
影
響
に

よ
り
大
幅
に
減
少
す
る
こ
と
に
伴

い
、
約
16
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
廃
作
さ

れ
た
た
め
、
耕
作
放
棄
地
が
増
加

す
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
て
い
る
と

こ
ろ
で
す
。

　

町
で
は
農
地
の
有
効
利
用
を
図

る
こ
と
を
目
的
に
、
葉
た
ば
こ
の

廃
作
地
を
活
用
し
、
新
た
に
土
地

利
用
型
作
物（
ピ
ー
マ
ン
・
長
ね

ぎ
・
飼
料
作
物
等
）の
作
付
け
を

行
っ
た
農
家
に
対
し
、
左
記
の
と

お
り
助
成
を
行
い
ま
す
。

◆
事
業
名
　

　

葉
た
ば
こ
廃
作
地
遊
休
防
止
推

進
事
業

◆
事
業
実
施
期
間

　

平
成
25
年
２
月
28
日
ま
で

◆
助
成
金
額

　

10
ア
ー
ル
当
た
り
２
万
円

◆
助
成
対
象
作
物

（
野
菜
）

　

ピ
ー
マ
ン
、
長
ね
ぎ
、
ブ
ロ
ッ   

　

コ
リ
ー
、
玉
ね
ぎ
、
ト
マ
ト
、

　

イ
ン
ゲ
ン
な
ど

（
飼
料
作
物
）

　

青
刈
り
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
エ
ン

　

バ
ク
な
ど

※
販
売
を
目
的
と
し
た
農
作
物
に

　

限
り
ま
す
。
た
だ
し
飼
料
作
物

　

は
原
則
、
自
給
飼
料
と
し
て
作

　

付
け
し
た
農
家
と
し
ま
す
。

◆
適
用
要
件

①
葉
た
ば
こ
廃
作
地
に
対
象
作
物

　

を
作
付
け
し
た
農
家（
農
地
の

　

貸
借
に
よ
る
作
付
け
も
可
）

※
二
毛
作
、
二
期
作
を
行
う
場
合

　

は
最
初
に
作
付
け
を
行
っ
た
農

　

家
の
み
）

②
現
地
調
査
を
実
施
す
る
た
め
、

　

現
地
立
ち
会
い
が
可
能
な
農
家

③
作
業
日
誌
、
記
録
写
真
な
ど
の

　

確
認
資
料
を
作
成
で
き
る
農
家

④
飼
料
作
物
に
つ
い
て
は
、
他
畜

　

産
農
家
へ
供
給
す
る
場
合
、
供

　

給
契
約
書
の
提
出
を
お
願
い
し

　

ま
す
。

　

な
お
、
葉
た
ば
こ
廃
作
農
地
等

を
10
ア
ー
ル
以
上
貸
借
し
て
規
模

拡
大
を
行
う
場
合
、
夢
の
あ
る
農

業
者
育
成
推
進
事
業（
経
営
規
模

拡
大
推
進
事
業
）に
よ
る
助
成
金

（
左
表
）が
併
せ
て
交
付
さ
れ
ま

す
。経営規模拡大事業による助成金（10a当たりの額）

農地の借受期間 新規 再認定

３年以上６年未満 5,000円
（4,000円）

3,000円
（2,000円）

６年以上10年未満 15,000円
（12,000円）

12,000円
（9,000円）

10年以上 20,000円
（16,000円）

16,000円
（12,000円）

＊（　）内は認定農業者および指定組織以外への利用集積の額
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葉たばこ廃作地を
有効活用
販売目的の農作物等を作付けした農家
に助成金


